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 会計・監査ダイジェスト 
会計及び監査を巡る動向 2019年11月号 

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準
の会計及び監査の主な動向についての概要を記載したものです。 

ハ イ ラ イ ト  

今月は、日本基準において留意すべき情報が公表されています。 

 調査報告「2019年3月期有価証券報告書の記載について（監査役会等
の活動状況）」 

2020年3月期の有価証券報告書から記載が求められる「監査役会等の活
動状況」の記載について、早期適用している会社の開示事例等を調査 

また、米国基準において提案されていた、リース会計、金融商品の減損など
の大型新基準の適用開始時期の一部変更が、公開草案通りに確定しました。 

 

目 次  

日本基準 

調査報告 - 「2019年3月期有価証券報告書の記載について（監査役会等の活
動状況）」 

米国基準 

最終基準 -  ASU第2019-08号「報酬―株式報酬（トピック718）及び顧客と
の契約から生じる収益（トピック606）：顧客に対する株式報酬
の支払いに関する会計処理の改善」 

最終基準 -  ASU第2019-09号「金融サービス―保険（トピック944）：適用日」
及びASU第2019-10号「金融商品―信用損失（トピック326）、デ
リバティブとヘッジ（トピック815）及びリース（トピック842）：
適用日」 

最終基準 -  ASU第2019-11号「ASCの改訂：金融商品―信用損失（トピック
326）」 

公開草案 -  ASU案「ヘッジ会計の改善―デリバティブとヘッジ（トピック
815）」 

公開草案 -  ASU案「ASCの改善」 
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  会計・監査ダイジェスト 

1． 日 本 基 準  

■監査関連 

日本監査役協会、「2019年3月期有価証券報告書の記載について（監査役会等の活動状
況）」を公表 

日本監査役協会は2019年11月26日、「2019年3月期有価証券報告書の記載について（監
査役会等の活動状況）」（以下、「本資料」）を公表した。本資料は、2020年3月期の有価
証券報告書から記載が求められる、企業内容等の開示に関する内閣府令二号様式（記載
上の注意）(56a(b に定める監査役会等の活動状況の記載について、2019年3月期に早
期適用を行っている会社の開示事例等を調査し整理したものである。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2019年11月28日発行） 

日本基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ 

 

2． 国 際 基 準  

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はありません。 

IFRSについての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ 

 

3． 修 正 国 際 基 準  

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はありません。 

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ 

 

  

http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-483.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/11/jgaas-news-flash-2019-11-28.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://home.kpmg/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
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  会計・監査ダイジェスト 

4． 米 国 基 準  

■会計基準等の公表（米国財務会計基準審議会（FASB）） 

【最終基準（会計基準更新書（Accounting Standards Update; ASU））】 

(1) ASU第2019-08号「報酬―株式報酬（トピック718）及び顧客との契約から生じる
収益（トピック606）：顧客に対する株式報酬の支払いに関する会計処理の改善」
の公表（2019年11月11日 FASB） 

2018年に行われたトピック718の改訂（ASU第2018-07号）により、財又はサービスの
販売を行うに際して顧客に付与した株式報酬はトピック718の適用範囲から除外され、
トピック606に基づく処理が要求されている。しかしながらトピック606はこれを対価
の減額として扱う、すなわち収益の減額として表示することを規定しながら、いくらの
減額とすべきかという測定に関する規定を持たなかったため、実務には多様性が生じて
いた。 

本ASUは、顧客に対して株式報酬の付与という形で対価の減額を行う場合に、以下のよ
うに会計処理することを明確化している。 

 株式報酬の測定、ならびに資本・負債の分類についてはトピック718の定めに従う。 

 付与日の公正価値として測定された株式報酬の額をもってトピック606における
取引価格の減額として扱う。 

 付与日に先立ち取引価格を見積る必要がある場合には、株式報酬の公正価値を見
積り、付与日までの期間において調整を行う。 

本ASUは、公開の営利企業及びASU第2018-07号を早期適用している他の企業について
は、2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。その
他の企業については、2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその翌事業年度
に含まれる期中期間から適用される。 

本ASUの早期適用はASU第2018-07号の適用を条件として認められる。 

本ASUの影響は、 

 本ASUとASU第2018-07号を同一事業年度に適用する場合には、当該適用開始事
業年度の繰越剰余金の期首残高により修正する。 

 ASU第2018-07号適用後の事業年度に本ASUを適用する場合は、ASU第2018-07

号が適用された事業年度又は本ASUを適用した事業年度のいずれかを選択し、そ
の繰越剰余金の期首残高により修正する。 

あずさ監査法人の関連資料： Defining issues（英語） 

 

(2) ASU第2019-09号「金融サービス―保険（トピック944）：適用日」及びASU第2019-

10号「金融商品―信用損失（トピック326）、デリバティブとヘッジ（トピック815）
及びリース（トピック842）：適用日」の公表（2019年11月15日 FASB） 

本ASU（第2019-09号及び第2019-10号）は、下記の主要なASUの適用日を次の表の通
り見直している。これにより、米国基準を適用していない日本企業でも、実務対応報告
第18号により在米子会社等の財務情報を米国基準の数値で連結上取り込んでいる場合、
子会社等での新基準対応スケジュールに影響が生じる可能性がある。 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173714334&acceptedDisclaimer=true
https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2019/defining-issues-19-22-share-based-payments.pdf
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173775805&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173775344&acceptedDisclaimer=true
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  会計・監査ダイジェスト 

基準 公開の営利企業（PBEs） 非公開及び 

その他の企業 
SEC登録企業 それ以外の 

公開企業 

ASU第2017-12号「デリ
バティブ及びヘッジ（ト
ピック815）：ヘッジ活動
に関する会計処理の限
定的改善」 

  

 変更なし 

 （ 2018 年 12 月 15

日 よ り後 に開 始
する事業年度） 

 変更なし 

 （ 2018 年 12 月 15

日 よ り後 に 開 始
する事業年度） 

 2020年12月15日
より後に開始す
る事業年度末 

 （ 期 中 期 間 に つ
いては2021年12

月15日より後に
開始する事業年
度から） 

ASU第2016-02号「リー
ス（トピック842）」 

  

 変更なし 

 （ 2018 年 12 月 15

日 よ り後 に開 始
する事業年度） 

 変更なし 

 （ 2018 年 12 月 15

日 よ り後 に 開 始
する事業年度） 

 2020年12月15日
より後に開始す
る事業年度末 

 （ 期 中 期 間 に つ
いては2021年12

月15日より後に
開始する事業年
度から） 

ASU第2016-13号「金融
商品-信用損失（トピッ
ク326）：金融商品に係る
信用損失の測定」 

  

 2019年12月15日
よ り 後に 開始 す
る 事 業年 度及 び
その期中期間 

 （小規模登録企業
を除く） 

 2022年12月15日
よ り 後に 開 始 す
る 事 業年 度 及 び
その期中期間 

 （小規模登録企業
を含む） 

 2022年12月15日
より後に開始す
る事業年度及び
その期中期間 

 ASU第2018-12号「金融
サービス―保険（トピッ
ク944）：長期保険契約の
改訂」 

 2021年12月15日
よ り 後に 開始 す
る 事 業年 度及 び
その期中期間 

 （小規模登録企業
を除く） 

 2023年12月15日
より後に開始す
る事業年度末 

 （期中期間につい
ては2024年12月
15日より後に開
始 す る事 業 年 度
から） 

 （小規模登録企業
を含む） 

 2023年12月15日
より後に開始す
る事業年度末 

 （ 期 中 期 間 に つ
いては2024年12

月15日より後に
開始する事業年
度から） 

あずさ監査法人の関連資料： Defining issues（英語） 

 

(3) ASU第2019-11号「ASCの改訂：金融商品―信用損失（トピック326）」の公表（2019

年11月26日 FASB） 

FASBは、償却原価で測定される金融資産に予想信用損失モデルに基づく引当てを要求す
るASU第2016-13号「金融商品―信用損失（トピック326）―金融商品の信用損失の測定」
を2016年6月に公表したが、本ASUは、その内容に追加的な改訂を行うものである。 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169282347&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169282347&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169282347&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169282347&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169282347&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176167901010&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176167901010&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168232528&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168232528&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168232528&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168232528&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176171066930&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176171066930&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176171066930&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176171066930&acceptedDisclaimer=true
https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2019/defining-issues-19-23-fasb-delays-effective-dates.pdf
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168232528&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173831330&acceptedDisclaimer=true
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  会計・監査ダイジェスト 

ASU第2016-13号では、企業が従前に直接償却した金額（もしくは直接償却が予定され
ている金額、以下同じ）についても、回収が見込まれる場合には従前直接償却した額を
限度に戻入れを行うこととしているが、ASU第2019-11号では、当該規定が、償却原価
で測定される資産であってその購入時に既に信用棄損していたものにも適用されるこ
とが明確化された。なお、予想信用損失の見積りに割引キャッシュフロー法以外の方法
を用いている場合には、信用リスク以外の理由から生じるディスカウントの巻戻しを
戻入れに含めてはならないとして、例示による説明が追加されている。本ASUは、ASU

第2016-13号のその他のいくつかの点についても改訂を行っており、その改訂内容は
2019年6月の公開草案で提案されたもの（参考：会計・監査ダイジェスト2019年6月号）
をほぼ踏襲するものとなっている。 

ASU第2016-13号を未だ適用していない企業については、本ASUの適用日及び移行措置
は、ASU第2016-13号の適用日及び移行措置と同一とされている。 

既にASU第2016-13号を適用している企業については、本ASUは、2019年12月15日より
後に開始する事業年度およびその期中期間から適用され、早期適用も認められる。この
場合、本ASUを遡及適用することによる累積的影響を、企業がASU第2016-13号を初め
て適用した適用日の期首剰余金に調整する。 

あずさ監査法人の関連資料： Defining issues（英語） 

 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

(1) ASU案「ヘッジ会計の改善―デリバティブとヘッジ（トピック815）」の公表（2019

年11月12日 FASB） 

2017年8月に公表されたASU第2017-12号「ヘッジ活動に関する会計処理の限定的改善」
は、企業のリスク管理活動を財務報告により有効に反映することを目的としつつ複雑
な会計処理の簡素化を図る形でヘッジ会計の改善を打ち出すものであった。しかしな
がら、その後の利害関係者との議論を通じて改訂内容の明確化等が必要であることが
認識されたため、本ASU案において対応が提案されている。 

提案の内容は主に以下の通りである。 

 キャッシュフロー・ヘッジにおけるヘッジ対象リスクの変更：キャッシュフロー・
ヘッジの開始時点では、ヘッジ対象リスクの特定に不確実性が存在する場合があ
る。例えば、変動金利借入の実行を予定しており、金利の変動リスクを回避すべ
く先日付スタートの金利スワップを取り組んでヘッジ会計の適用を意図するが、
予定される借入金の変動金利がTIBORベースかLIBORベースかがまだ確定してい
ないような場合である。本ASU案は、ヘッジ会計適用上のヘッジ対象リスクは、
ヘッジ対象予定取引にキャッシュフローの変動をもたらすリスクが何かについて
の企業の最善の見積りに基づくべきであるとしたうえで、「ヘッジ対象リスクが
ヘッジ指定時の想定とは異なった場合」と「予定取引が発生しない場合」とは異
なることを説明、ヘッジ指定文書化における留意点や有効性の考え方、不確実性
が解消された場合の会計処理などについて明確化を提案する。 

 非金融商品に係る予定取引をヘッジ対象とする場合のリスク構成要素：ASU第
2017-12号は、契約で特定されたリスク構成要素を非金融商品の購入・売却の予定
取引においてヘッジ対象リスクに指定することを新たに認めたが、文書化などの
適用上の留意点について、本ASU案はガイダンスの明確化を提案する。また、非
金融商品の予定取引がデリバティブとして会計処理される場合について、これが
ヘッジ対象適格となる場合のガイダンスを追加することを提案する。 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2019/jp-accounting-digest-2019-06.pdf
https://frv.kpmg.us/reference-library/2019/fasb-proposes-narrow-scope-improvements-to-the-credit-losses-standard.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2019/fasb-proposes-narrow-scope-improvements-to-the-credit-losses-standard.html
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169282347&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173714059&acceptedDisclaimer=true
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  会計・監査ダイジェスト 

 外貨建負債性金融商品によるデュアルヘッジ：金利リスクに公正価値ヘッジを適
用している外貨建負債性金融商品を同時に純投資ヘッジのヘッジ手段に指定する

（デュアルヘッジ）場合について、純投資ヘッジの有効性評価の変更を提案する。
すなわち、会計上のミスマッチの発生を避けるため、公正価値ヘッジの適用によっ
て生じるヘッジ対象の帳簿価額調整（ベーシス調整）を、有効性の評価から除外
することを提案する。 

本ASU案は、すべての企業について2020年12月15日より後に開始する事業年度から適
用することを提案している。早期適用はASU 第2017-12号を既に適用している、もしく
は同時適用する場合にのみ認めることを提案している。その他移行措置についての定
めを設けることも提案している。 

コメントの締切りは2020年1月13日である。 

 

(2) ASU案「ASCの改善」の公表（2019年11月26日 FASB） 

本ASU案は、ASC（会計基準編さん書）の内容を明確化し、想定していなかった形でガ
イダンスが適用されることが懸念される点などにつき誤謬を修正することによって改
善することを目的として提案されており、会計実務に対する重要な変更や負担の増加
をもたらすことは想定されていない。 

本ASU案が提案する主な改訂点は以下のとおりである。 

 基準書に含まれる財務会計概念書への不必要な参照の削除 

 開示に関する規定を含めるべき基準書の区分の整理 

 その他 

本ASU案による改訂の多くは実務に影響がなく、最終版が公表された時点で適用する
ことが提案されている。移行に関するガイダンスが必要な改訂については、各改訂の事
実と状況に応じて移行措置及び適用日が提案されている。FASBは関係者のフィード
バックを待って検討し、最終化に先立って適用日を決定する予定である。 

コメントの締切りは2019年12月26日である。 

あずさ監査法人の関連資料： Defining issues（英語） 

 

【INFORMATION】 

(1) ASU案「参照金利改革についての軽減措置」を最終化する暫定決定（2019年11月
13日 FASB） 

2019年9月に公表したASU案「参照金利改革についての軽減措置」（参考：会計・監査
ダイジェスト2019年9月号）に対するコメントレターを検討し、同案の提案内容をほぼ
踏襲する方向で最終化することを暫定決定した。当該ASU案は、参照金利改革（IBOR 

Reform）により発生する影響を会計処理することに伴う潜在的な負荷を軽減するため、
一時的かつ任意に適用されるガイダンスを提供するものであり、関係者からのコメン
トを受けて追加的な手当てが一部追加されている。最終版のASUは、2020年の初めに
公表される予定である。 

米国基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173806615&acceptedDisclaimer=true
https://frv.kpmg.us/reference-library/2019/fasb-codification-improvements.html
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173289025&acceptedDisclaimer=true
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2019/jp-accounting-digest-2019-09.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2019/jp-accounting-digest-2019-09.pdf
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&cid=1176173736549&d=&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage
http://home.kpmg/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx


 

 

  

各基準についてのより詳細な情報、過去情報は、
あずさ監査法人のウェブサイトをご確認ください。 

■ あずさ監査法人トップページ（Link） 

■ 日本基準（Link） 

■ 修正国際基準（Link） 

■ IFRS（Link） 

■ 米国基準（Link） 

 

編集・発行  
 

有限責任 あずさ監査法人 

azsa-accounting@jp.kpmg.com 
 

 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応する
ものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取
られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、
ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査したうえで提案する適
切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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  会計・監査ダイジェスト 

■ 会計・監査コンテンツアーカイブのご紹介 

会計・監査コンテンツをトピック別、業種別で絞込み、一覧表示することが
できます。 

home.kpmg/jp/search-tool 

 

 ■ KPMG 会計・監査 AtoZ 

アプリのご紹介 

あずさ監査法人が提供する会計・監査
情報アプリ「KPMG会計・監査AtoZ」で
は、いつでも・どこでも日本基準、修
正国際基準、IFRS、そして米国基準に
関する会計・監査情報を閲覧できるほ
か、動画による解説コンテンツを視聴
することができます。 

KPMGジャパンウェブサイトのアプリ紹介ページ 

home.kpmg/jp/kpmg-atoz 

   
 
 

■ 関連資料紹介 

 IFRSオンライン解説 公開草案IFRS第17号「保険契約」の修正 8つの提案事項 第3回  

 IFRSオンライン解説 公開草案IFRS第17号「保険契約」の修正 8つの提案事項 第4回  

 IFRS解釈指針委員会ニュース（2019年9月） 

 【書籍】業種別アカウンティング・シリーズ II 3.保険業の会計実務（第2版）  

 
■ ソーシャルメディアのご紹介 

リサーチ／報告書、解説記事、動画による解説など、 

KPMGの知見を集めた独自コンテンツを発信しています。    home.kpmg/jp/socialmedia 

https://home.kpmg/jp/ja/services/audit/pages/default.aspx
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://home.kpmg/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://home.kpmg/Jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://home.kpmg/Jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://area11.smp.ne.jp/area/table/697/cjZRC6/M?S=oipb2qftj
https://area11.smp.ne.jp/area/table/697/cjZRC6/M?S=oipb2qftj
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
http://home.kpmg/jp/kpmg-atoz
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/if-amendments-to-aid-implementation-of-ifrs17-3.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/if-amendments-to-aid-implementation-of-ifrs17-4.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2018/02/ifrs-ifric-news.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/09/industry-insurance-2.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/social.html
https://itunes.apple.com/jp/app/kpmg/id900464843?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpmg.atoz
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